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★
選
手
コ
ー
ス
の
結
果

•
第
４
回
福
井
県
学
童
水
泳
競
技
春
季
大
会
結
果

　
男
子
５・６
年
生

背
泳
ぎ
5
０
ｍ

第
１
位　
藤
田
真
輝

背
泳
ぎ
１
０
０
ｍ

第
１
位　
藤
田
真
輝

　
女
子
５・６
年
生

平
泳
ぎ
5
０
ｍ

第
１
位　
浦
田
彩
寧（
大
会
新
記
録
）

平
泳
ぎ
１
０
０
ｍ

第
１
位　
浦
田
彩
寧（
大
会
新
記
録
）

　
女
子
３・４
年
生

平
泳
ぎ
１
０
０
ｍ

第
１
位　
茨
田
素
愛

個
人
メ
ド
レ
ー
１
０
０
ｍ

第
２
位　
茨
田
素
愛

•
第
55
回
福
井
県
中
学
校
春
季
水
泳
競
技
大
会
結
果

　
男
子

自
由
形
４
０
０
ｍ

第
２
位　
高
木
奏
輔

背
泳
ぎ
１
０
０
ｍ

第
２
位　
浦
田
悠
翔

メ
ド
レ
ー
リ
レ
ー
４
０
０
ｍ

第
３
位　
浦
田
悠
翔・高
木
奏
輔（
ほ
か
２
名
）

フ
リ
ー
リ
レ
ー
４
０
０
ｍ

第
３
位　
澤
﨑　
柊・高
木
奏
輔（
ほ
か
２
名
）

　
女
子

自
由
形
5
０
ｍ

第
２
位　
茨
田
咲
良

自
由
形
１
０
０
ｍ

第
１
位　
茨
田
咲
良

背
泳
ぎ
２
０
０
ｍ

第
３
位　
笛
吹
美
月

平
泳
ぎ
１
０
０
ｍ

第
１
位　
幸
馬
美
空

平
泳
ぎ
２
０
０
ｍ

第
１
位　
幸
馬
美
空

バ
タ
フ
ラ
イ
１
０
０
ｍ

第
２
位　
篠
田
蒼
依

メ
ド
レ
ー
リ
レ
ー
４
０
０
ｍ

第
２
位　
幸
馬
美
空
・
篠
田
蒼
依
・

 
 

　
　
　
　
茨
田
咲
良（
ほ
か
１
名
）（
県
中
学
新
記
録
）

フ
リ
ー
リ
レ
ー
４
０
０
ｍ

第
２
位　
茨
田
咲
良
・
笛
吹
美
月
・

 
 

　
　
　
　
篠
田
蒼
依
・
幸
馬
美
空

•
第
75
回
福
井
県
高
等
学
校
選
手
権
水
泳
競
技
大
会
結
果

　
男
子

自
由
形
１
０
０
ｍ

第
１
位　
谷
口
柊
弥（
大
会
新
記
録
）

自
由
形
２
０
０
ｍ

第
１
位　
谷
口
柊
弥（
大
会
新
記
録
）

★
ジ
ュ
ニ
ア
ス
イ
ミ
ン
グ
教
室
プ
ー
ル
参
観
開
催

　
ジ
ュ
ニ
ア
ス
イ
ミ
ン
グ
教
室
に
お
い
て
、６
月
５
日（
月
）
〜
６
月
17
日（
土
）の
期
間
に

プ
ー
ル
参
観
を
開
催
し
ま
し
た
。日
頃
の
お
子
様
の
練
習
し
て
い
る
様
子
を
プ
ー
ル
サ
イ

ド
か
ら
観
て
い
た
だ
き
、「
間
近
で
観
ら
れ
て
と
て
も
良
か
っ
た
。」と
い
う
お
声
を
た
く
さ

ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。次
回
開
催
時
に
も
是
非
ご
参
観
く
だ
さ
い
。

★
８
月
の
営
業
時
間

　
月
曜
日
〜
金
曜
日
午
前
10
時
〜
午
後
8
時
30
分

　
土
曜
日

午
後
1
時
〜
午
後
5
時
30
分　
2
時
間
制
限
あ
り

　
日
曜
・
祝
日

午
前
10
時
〜
午
後
5
時
30
分　
2
時
間
制
限
あ
り

お
盆（
8
月
11
日（
金
）〜
8
月
17
日（
木
））　
午
前
10
時
〜
午
後
5
時
30
分　
2
時
間
制
限
あ
り

※
７・８
月
は
日
曜
日
も
休
ま
ず
営
業
し
て
い
ま
す
。

☆
最
新
の
情
報
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について
　国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、ご本人からの申請によって、「保険料の納付猶予」または「全
額もしくは一部（4分の1、半額、4分の3）が免除」になる制度があります。

メリット1 免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます!
  　例えば、全額免除の期間は、保険料を納めなくても、年金額が2分の1保障されます。（免除

の手続きを行わず未納の場合は保障されません。）
 ※納付猶予は年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には計算されません。

メリット2  万が一の際にも保障を確保!
  　病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金を受

け取ることができます。
· 令和5年度の免除・納付猶予の受付は7月から開始され、令和5年7月分から令和6年6月分までの期間を

対象として審査を行います。また、申請ができる過去期間については、申請書が受理された月から2年1か
月前までになります。

· 失業等が理由で申請する場合には、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険被
保険者離職票」などのコピーをご準備ください。申請は原則として毎年度必要です。令和5年6月以前に免
除等の承認を受けた方も、引き続き希望される場合にはお手続きください。

■問合せ　武生年金事務所　℡0778-23-1126（自動音声案内「2」の後「2」選択）
　　　　　町民税務課　　　☎0778-47-8015

162023 年 8 月号


